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管理番号 ①-3
施 行 日 　2002年5月25日
改定日 2023.12.13

承認･確認

改定日 改訂No 頁 承認･確認印

03.04.08 1 39･40

41･42

09.03.30 2 43

09.07.17 3 全

15.02.20 4 5

23.10.26 5

旭精工株式会社

2015年版に対応した.WEBで閲覧可とした。

①-3

改訂した。

更新審査で指摘を受け、“主要機械能力の一覧表”は

作成されておらないが、ＱＭＳ運用上問題がないため

廃版とした。

2008年版への改訂に伴い、表題を含め全面的に改訂した。

指図書の書式を改訂した。

①-3　営業手順書（顧客所有物の管理）

2002年5月25日

改訂履歴

改訂内容と理由

移行審査での指摘を受け、表題・フロー図・見積書を



タイトル

1.目的

◆定義

2.適用範囲

3.保管内容

その１

その２

4.保管期間

5.運用方法

技術や知識等知的財産も含む。

顧客図面は返却しないが流出しないように注意する。

記録に残すもの（顧客要求事項・資料・図面・見積書・注文書等）

電子媒体でも可とする。（ASAHIシステム及びスキャニングデータ）

「預かり書」などがないものは、原則2年間（運用中のものを含め3年間）その後、不
要になったものは、営業担当者の判断で廃棄可とする。
ただし、コピーや改ざんができないように廃棄する。

　　　　　　　　　　追加工図面があるもの

保存データは、記録になるので取り扱いには注意する。

3）顧客支給材料・・・顧客指定の材料で保管が必要なものは。出納帳などで
　　　　　　　　　　　　　営業担当者が管理する。

合格の場合は、「預かり書」の原本（一部）を顧客、コピー（1部）を控えとし社内管理する。

当社の顧客が関与する材料、設備など顧客の所有物となるもの、

保管する場合は適した方法にて保管する。

4）顧客支給設備・・・預かり製品は検証を行い、営業担当者が以下を実施する。

5）顧客図面（顧客情報・製品情報、電子データも含む）

　　　　　　　　　　　組立品に取り付ける場合もある。

不合格の場合は、速やかに顧客に連絡し、「支給品不適合報告書」を発行する。

営業担当者は、汚れ、破損などを検証し、顧客情報の入手を確実に行う。

発行者が保管・運用し、必要な時に閲覧できるようにする。

①-3　営業手順書（顧客所有物の管理）

顧客所有物の取り扱いを明確にする

1）追加工品・・・顧客の仕入れ先からも含む。未完成の状態。

2）顧客支給品・・・顧客支給のもので、納入時に付属品として納品するもの。



タイトル

When who what how

いつまでに 誰が 何を どうする

① 顧客所有物は 営業担当者が 「預かり書」の有無を 判断する。

◇基本事項

「預り書」　いる？　　　　　いらない？

ポイント

社内管理が必要で使用するものは

全て顧客所有物となる

② 必要な場合 営業担当者は、 預かり書を 発行する

支給設備の場合 ポイント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品マP22参照

基本的に納品時に返却できるものは

顧客所有物であっても「預り書」は

発行しない

③ 顧客所有物は 営業担当者が 責任をもって 管理する

ポイント　下記のいずれになるか？

・顧客追加工品

・顧客支給品　⇒支給品リストの流用でも可

・顧客支給材料　⇒支給品リストの流用でも可

・顧客支給設備　⇒預かり書の有無

・顧客図面

検証後、合格のもの　　⇒

検証後、不合格のもの　⇒

④ 顧客所有物は 営業担当者が 納期にすべて 返却する。

ポイント

預かり期間終了＝預かり書は、記録となる

納期＝顧客所有物の返却

社内には、残さないこと

顧客所有物　返却完了

e) 顧客からのフィードバック（顧客から寄せられた感想、意見、苦情など）

8.5.5  引渡し後の活動（以下の事項を考慮し、活動の程度を決定する）

顧客所有物は、納品時に返却するものであれば預かり書は発行しない

　②「支給品不適合報告書」を発行する。納品時に返却するものであれば預
かり書は発行しない

検証後  原本（1部 ）顧客へ、コピー
（1部）社内保管

c) 製品及びサービスの性質，用途及び意図した耐用期間（販売品はない）

d) 顧客要求事項（保守義務などはないか？）

①-3　営業手順書（顧客所有物の管理）　フロー図

①営業担当者は、顧客所有物のどれに該当するかを判断する。（追加工品・支給品・材料・設備・図面）

②営業担当者は、必要ならば「預り書」を発行し、一部を顧客、一部を保管する。

③営業担当者は、顧客所有物を原則。納品時に返却する。

　　　　　　注意※顧客からの提供される技術・知識も所有物になる。

④営業担当者は、支給品の不具合が判明したときは。「支給品不具合報告書」を発行し②と同じにする。

◆要求事項の確認

　　　　　8.5.2  識別及びトレーサビリティ

◆要求事項の確認

　　　　8.5.3　顧客又は外部提供者の所有物

製品及びサービスの適合を確実にするために必要な場合，組織は，アウトプットを識別するために，　適切
な手段を用いなければならない。

製造及びサービス提供を行う間，要求事項への適合を確実にするために必要な程度に，アウトプットを　　保
存しなければならない。

顧客所有物で「預り書」が発行された場合、一部を顧客、一部を社内にて保管する。

、

◆要求事項の確認

a) 法令・規制要求事項（ＰＬ法、リサイクル法は関与しない）

b) 製品及びサービスに関連して起こり得る望ましくない結果（想定する）

　8.5.4　保存

顧客所有物は、識別，取扱い，汚染防止，包装，保管などにも注意を払う。

預かり書の期間は申し出がない場合、1年間延長される。

　①発見した不適合品は速やかに顧客に連絡する。

◆要求事項の確認

　　　　

顧客所有物の
検証

顧客所有物
の

管理

預かり期間終了

及び

（返却）納期

「預り書」の
発行


